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衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

コ
ー
ヒ
ー
豆
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
違
反
率
及
び
輸
入
量
等
を
分
析
し
て
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い

う
。
）
を
策
定
し
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
て

い
る
ほ
か
、
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
で
違
反
が
検
出
さ
れ
る
等
、
法
違
反
の
可
能
性
が
高
い
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

全
届
出
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
検
査
（
以
下
「
命
令
検
査
」
と
い
う
。
）
も
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
年
度
の
計
画
に
お
い
て
は
、
残
留
農
薬
に
つ
い
て
は
約
千
二
百
件
、
カ
ビ
毒
に
つ
い
て
は
約
六
百
件

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
平
均
的
な
濃
度
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
基
準
値
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
が
、

例
え
ば
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
�
が
検
出
さ
れ
た
食
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
販
売
の
用
に
供
す

る
た
め
に
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
平
成
十
四
年
以
前
の
検
査
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
以
降
の
す
べ
て
の
輸
入
品
目
に
係
る
検
査
率
の
平
均
値

が
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
極
端
に
低
い
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
以
降
の

検
査
率
が
平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
検
査
率
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
平
成
十
五
年
か
ら
、
輸
入
量
が

全
体
の
約
半
数
を
占
め
る
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
に
つ
い
て
、
命
令
検
査
を
実
施
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
平
成
十
六
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
政
府
、
平
成
十
七
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
に
よ
る
検
査
結
果
証
明
書
の
添
付
を
も
っ
て
命
令

検
査
に
代
え
る
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

年
別
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
入
届
出
の
件
数
及
び
重
量
は
、
平
成
二
年
が
七
千
四
百
四
十
五
件
及
び
三
十
万
三
百
八
ト
ン
、

平
成
三
年
が
七
千
二
百
十
八
件
及
び
二
十
九
万
七
千
四
百
七
十
ト
ン
、
平
成
四
年
が
七
千
五
百
四
十
六
件
及
び
二
十
九
万
四

千
五
百
六
十
ト
ン
、
平
成
五
年
が
七
千
七
百
二
十
四
件
及
び
三
十
五
万
九
千
四
百
二
十
五
ト
ン
、
平
成
六
年
が
八
千
五
百
四

十
二
件
及
び
三
十
三
万
三
千
百
六
ト
ン
、
平
成
七
年
が
七
千
二
百
十
五
件
及
び
三
十
一
万
八
千
七
百
八
十
九
ト
ン
、
平
成
八

年
が
七
千
二
百
六
十
七
件
及
び
三
十
二
万
二
千
四
百
六
ト
ン
、
平
成
九
年
が
七
千
二
百
三
十
七
件
及
び
三
十
七
万
三
千
三
百

九
ト
ン
、
平
成
十
年
が
八
千
二
百
三
十
四
件
及
び
三
十
三
万
五
千
七
百
六
ト
ン
、
平
成
十
一
年
が
九
千
百
九
十
七
件
及
び
三

十
六
万
七
千
二
百
五
十
五
ト
ン
、
平
成
十
二
年
が
九
千
二
百
三
十
三
件
及
び
三
十
八
万
二
千
三
百
九
十
三
ト
ン
、
平
成
十
三

二



年
が
八
千
八
百
五
十
一
件
及
び
三
十
八
万
二
千
九
百
七
十
七
ト
ン
、
平
成
十
四
年
が
九
千
三
百
十
四
件
及
び
四
十
万
七
千
三

百
七
十
三
ト
ン
、
平
成
十
五
年
が
九
千
六
百
八
十
七
件
及
び
三
十
八
万
六
千
八
百
六
十
三
ト
ン
、
平
成
十
六
年
が
一
万
七
百

六
十
四
件
及
び
四
十
万
九
百
八
十
八
ト
ン
、
平
成
十
七
年
が
一
万
千
九
百
十
二
件
及
び
四
十
一
万
千
九
百
八
十
四
ト
ン
、
平

成
十
八
年
が
一
万
千
三
百
二
十
二
件
及
び
四
十
二
万
四
千
五
百
二
十
三
ト
ン
、
平
成
十
九
年
が
九
千
五
百
四
十
五
件
及
び
三

十
九
万
千
百
四
十
五
ト
ン
で
あ
る
。

年
別
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
入
届
出
の
件
数
及
び
重
量
に
対
す
る
検
査
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
が
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

及
び
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
三
年
が
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
四
年
が
〇
・
三
パ
ー
セ
ン

ト
及
び
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
五
年
が
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
六
年
が
〇
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
及
び
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
七
年
が
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
八
年
が
二
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
及
び
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
九
年
が
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
が
二
・
五
パ

ー
セ
ン
ト
及
び
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
一
年
が
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
二
年
が
六

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
三
年
が
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
四

年
が
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
五
年
が
二
十
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
二
十
三
・
四
パ
ー
セ

三



ン
ト
、
平
成
十
六
年
が
五
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
五
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
七
年
が
四
十
二
・
九
パ
ー
セ
ン

ト
及
び
四
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
八
年
が
十
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
が

十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

年
別
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
検
査
不
合
格
件
数
及
び
重
量
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
が
一
件
及
び
一
ト
ン
、
平
成
三
年
か
ら
平

成
十
四
年
ま
で
の
間
が
零
件
、
平
成
十
五
年
が
五
件
及
び
三
百
七
十
六
ト
ン
、
平
成
十
六
年
が
一
件
及
び
三
十
六
ト
ン
、
平

成
十
七
年
が
一
件
及
び
十
七
ト
ン
、
平
成
十
八
年
が
零
件
、
平
成
十
九
年
が
四
件
及
び
七
十
二
ト
ン
で
あ
る
。

貿
易
相
手
国
別
の
、
年
別
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
入
届
出
の
件
数
及
び
重
量
並
び
に
輸
入
届
出
の
件
数
及
び
重
量
に
対
す
る

検
査
率
に
つ
い
て
は
、
集
計
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
輸
入
者
名
及
び
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の

権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

（
三
）
に
つ
い
て

輸
入
コ
ー
ヒ
ー
豆
に
つ
い
て
は
、
各
検
疫
所
の
食
品
衛
生
監
視
員
が
保
税
倉
庫
等
に
お
い
て
、
又
は
横
浜
検
疫
所
輸
入
食

品
・
検
疫
検
査
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
神
戸
検
疫
所
輸
入
食
品
・
検
疫
検
査
セ
ン
タ
ー
が
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
モ
ニ
タ
リ

四



ン
グ
検
査
を
行
っ
て
お
り
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
が
当
該
機
関
に
お
い
て
命
令
検
査
を
行
っ

て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
海
外
貨
物
検
査
株
式
会
社
及
び
財
団
法
人
日
本
穀
物
検
定
協
会
は
登
録
検
査
機
関
で
あ
る
が
、
コ
ー
ヒ

ー
豆
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
ま
で
に
お
い
て
は
、
検
査
の
実
績
は
な
い
。

（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
入
に
係
る
保
険
契
約
は
、
民
間
企
業
間
の
契
約
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
個
別
の
保
険
契
約
に
基
づ
く

保
険
金
支
払
に
係
る
具
体
的
な
実
績
や
取
扱
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
六
）
及
び
（
七
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
ま
で
の
五
年
間
に
検
査
不
合
格
と
な
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
豆
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
輸
入
者
に

お
い
て
積
戻
し
又
は
廃
棄
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
平
成
十
五
年
は
全
量
積
戻
し
四
件
及
び
全
量
廃
棄
一
件
、
平

成
十
六
年
は
全
量
積
戻
し
一
件
、
平
成
十
七
年
は
全
量
積
戻
し
一
件
、
平
成
十
九
年
は
全
量
積
戻
し
二
件
及
び
全
量
廃
棄
二

件
で
あ
る
。
積
戻
し
又
は
廃
棄
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
積
戻
し
又
は
廃
棄
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を

検
疫
所
長
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
確
認
し
て
い
る
。

五



（
八
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
各
団
体
等
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
現
在
、
お
尋
ね
の
人
数
、
出
身
省
庁
及

び
旧
役
職
名
は
、
全
日
本
コ
ー
ヒ
ー
商
工
組
合
連
合
会
に
つ
い
て
は
該
当
者
な
し
、
社
団
法
人
全
日
本
コ
ー
ヒ
ー
協
会
に
つ

い
て
は
一
名
、
出
身
省
庁
は
農
林
水
産
省
、
退
職
時
の
官
職
は
総
合
食
料
局
食
品
産
業
企
画
課
食
品
環
境
対
策
室
長
、
海
外

貨
物
検
査
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
四
名
、
出
身
省
庁
は
い
ず
れ
も
農
林
水
産
省
、
退
職
時
の
官
職
は
そ
れ
ぞ
れ
北
陸
農
政
局

長
、
広
島
食
糧
事
務
所
長
、
東
海
農
政
局
食
糧
部
長
及
び
東
京
食
糧
事
務
所
長
、
財
団
法
人
日
本
穀
物
検
定
協
会
に
つ
い
て

は
四
名
、
出
身
省
庁
は
い
ず
れ
も
農
林
水
産
省
、
退
職
時
の
官
職
は
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
事
務
次
官
、
大
阪
食
糧
事
務
所
長
、

関
東
農
政
局
次
長
及
び
林
野
庁
長
官
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
全
日
本
コ
ー
ヒ
ー
商
工
組
合
連
合
会
及
び
社
団
法
人
全
日
本
コ
ー
ヒ
ー
協
会
に
は
、
主
要
な
コ
ー
ヒ
ー
豆
焙
煎
業

者
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
輸
入
業
者
等
が
加
入
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六


